様式第３号（第７条関係）

年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日向市長

浄化槽設置整備補助金交付（不交付）決定通知書

　　年　　月　　日付けで申請のあった浄化槽設置整備補助金の交付については、下記のとおり決定しましたので、日向市浄化槽設置整備補助金交付要綱第６条の規定により通知します。


記

補助金の交付について
	□交付する		一金　　　　　　　　　　　 　　　円
　　　　　　　　　　　　　　　内訳：浄化槽補助金　　　　　　　　　 円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　配管補助金　　　　　　　　　　 円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　撤去補助金　　　　　　　　　 　円
	□交付しない		（理由）
１　交付の条件等
(１)　完了条件
補助事業者は、当該年度の２月末日までに浄化槽の設置整備を完了しなければならない。
完了できない場合には、市長にあらかじめ報告し、その指示を受けなければならない。
(２)　変更申請
　補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、浄化槽設置整備補助金交付申請内容変更承認申請書（様式第４号）によりあらかじめ市長の承認を受けなければならない。
ア　補助金交付申請の内容を変更しようとするとき。
イ　浄化槽設置整備を中止し、又は廃止しようとするとき。
 (３)　状況報告
補助事業者は、浄化槽設置整備の遂行の状況に関し、市長の要求があったときには、直ちに市長に報告しなければならない。
(４)　実績報告
補助事業者は、浄化槽設置整備完了後30日以内又は当該年度の２月末日までのいずれか早い日までに、浄化槽設置整備補助金実績報告書（様式第６号）に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。
(５)　補助金の請求
補助事業者は、浄化槽設置整備補助金交付額確定通知書（様式第８号）を受け取った後、浄化槽設置整備事業補助金交付請求書（様式第９号）を提出しなければならない。

